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令和７年度 松川町職員採用試験実施要項 

【令和７年１０月以降採用予定 一般行政職（上級）】 
 

受験申込受付期間 令和７年６月２４日（火）から令和７年７月３日（木） 

採 用 試 験 後日調整 

 

松川町では地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号。以下「法」という。）第 17 条の２第２項の

規定により、職員採用試験（一般行政職）を下記のとおり実施します。 

 

記 

 

１ 試験の区分、採用予定人数、受験資格等 

職種 試験区分 
採用予 

定人数 
受験資格等 

一般行政職 上級 １名 

昭和 58 年 4 月 2 日以降に生まれた方で、以下の条件等を満たす方 

➀学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業した方 

➁普通自動車免許を有し、普通自動車を運転することができる方 

➂パソコンでの文書作成、表計算等ができる方 

➃受付・相談などの窓口業務が遂行できる能力を有している方 

※ 一般行政職とは、事務職及び技術職（土木・建築等）を包括した職種区分です。土木、建築等

の各種資格取得者（取得見込みを含む）は、その資格等を考慮した配置を行うほか、異動等によ

り一般行政業務（事務など）を行う場合があります。 

 

２ この試験を受験できない者 

法第 16 条各号に規定する次のいずれかに該当する方は、この試験を受験することができませ

ん。 

（１）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での人 

（２）松川町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

（３）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

※ 日本国籍を有しない方については、永住許可を受けていることが条件となります。また、

公務員に関する基本原則に基づき、「公権力の行使」をともなう業務または「公の意思形成

に参画」する職に就くことはできません。 

 

３ 試験の方法、内容、日時等 

（１）選考方法 

書類審査及び人物試験（個別面接） 

 

（２）面接日時 

受験者に別途通知します。 
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（３）試験（面接）場所 

松川町役場会議室（長野県下伊那郡松川町元大島３８２３） 

 

（４）持ち物 

筆記用具 

 

（５）合否発表の方法等 

試験実施後、10日以内に郵送・電子メール等で本人宛てに通知します。 

 

４ 採用内定から採用まで 

（１）採用は令和７年１０月１日以降です。なお、この採用は法第 22 条第１項の規定による条

件付採用であり、条件付で採用された時から起算して６か月の間に、その職務を良好な成績

で遂行したときに正式採用となります。この期間においてその職務が良好な成績でないと判

断された場合は正式採用とならない（免職となる）場合があります。 

（２）採用内定を受けた方が、法第 33 条の規定に該当する行為その他の公務員となるのにふさ

わしくない行為を採用日前に行った場合は、採用されません。 

（３）試験申込書の記載事項に事実と異なる内容を記載した場合は、合格又は採用内定を取り消

すことがあります。 

 

５ 勤務予定場所、給与等 

（１）勤務予定場所、給与 

職種 

試験区分 
勤務予定場所 

給与 

初任給（給料月額） 手当 

一般行政職 

（上級） 

松川町役場庁

舎、出先機関等 

例 採用時年齢 40 歳（職歴 22

年）の場合：約 25 万円 

通勤、期末・勤勉、扶養、住居、

特殊勤務手当等の手当がそれぞれ

の支給条件に応じて支給されま

す。 

（備考）給料は学歴や職歴等に応じて加算調整が行われます。（上記は高等学校卒業後、公務員等の行

政職に在職した場合の給料となります） 
 

（２）勤務時間 

原則として、週休日を除く午前８時 30分から午後５時 15 分まで（１日７時間 45分）。 

ただし、勤務場所等によって異なる場合があります。 
 

（３）休暇等 
年次休暇（年 20 日、ただし採用年は採用月により異なる）、特別休暇（夏季、結婚休暇等）、

療養休暇、育児休暇等の制度があります。その他の勤務条件等については、条例等により定

められています。 
 

（４）服務等 

地方公務員法上の服務に関する各規定が適用されます。 

・服務の宣誓 ・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 ・信用失墜行為の禁止 

・守秘義務 ・職務専念義務 ・政治的行為の制限 ・争議行為等の制限 

・営利企業への従事等の制限 
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６ 受験手続き 

（１）受験申込書の取得（以下のいずれかの方法により、受験申込書を取得してください） 

ア 松川町役場本庁舎（総務課）で受け取り 

総務課（８番窓口）にて書類一式を受け取ってください。 

イ ホームページからの取得 

松川町のホームページ（職員採用情報）からダウンロードしてください。 

※印刷する場合は、両面印刷としてください。 

 

（２）受験の申込み 

下記の書類を準備し、受付期間内に申込みしてください。提出書類に不備がある場合は受

付できませんのでご留意ください。なお、申込受付後は、応募書類の返却はいたしませんの

で予めご承知おきください。 

ア 提出書類 

受験申込書（自筆もしくはパソコン入力で作成したもの） 

 

イ 書類提出先 

〒399-3303 長野県下伊那郡松川町元大島 3823 番地 

松川町役場 総務課 総務係 

 

郵送する場合 

封筒の表に「職員採用試験受験申込書在中」と朱書きし、簡易書留等

確実な方法により郵送してください。 

※消印により受験申込受付期間内に差し出したことがわかるものの

み受け付けます。 

持参する場合 
受付時間は、平日の午前８時 30 分から午後５時までとなります。 

※受験者本人以外（代理）の方が持参していただいても構いません。 

 

ウ 書類受付期間 

令和７年６月２４日（火）から令和７年７月３日（木）まで 

 

 

７ その他 

（１）この試験を受験する方の個人情報は、職員採用の目的以外には使用しません。 

（２）この試験について不明な事項は、以下の【お問い合わせ先】までご連絡ください。 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

松川町役場 総務課 総務係 

〒399-3303 長野県下伊那郡松川町元大島 3823 番地  

TEL 0265-36-7021（総務課直通） 

Ｅ-mail soumu@town.matsukawa.lg.jp 

 

mailto:soumu@town.matsukawa.lg.jp

